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SDGs・脱炭素化取組支援融資のご案内

先進的なSDGsに取組む市内中小企業者のための制度です。「かわさきSDGsパートナー」

等の認証を取得した中小企業者が、対象となる川崎市中小企業融資制度を利用する際、通常

適用される信用保証料に川崎市が更に補助するものです。

制度概要は次のとおりです。

※協調支援型特別資金の条件変更保証料及び経営者保証非提供制度分の信用保証料は、補助対象外。

保証申込手続き電子化のご案内

「信用保証協会電子受付システム」を利用することにより、融資実行までのリードタイム

の短縮等が可能となります。

令和7年3月3日に東日本銀行で開始したことにより、あわせて14金融機関で実施していま

す。

今後も順次拡大予定ですので、詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せくださ

い。
【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

SDGs取組支援融資 脱炭素化取組支援融資

ご利用
いただける方

以下の認証を取得した中小企業者
・川崎市SDGs登録・認証制度「かわさき

SDGsパートナー」ゴールドパートナー認証

以下のいずれかの認証を取得した中小企業者
①川崎市「脱炭素行動宣言」
②かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト
③「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認
定制度」（中小規模事業者用脱炭素化取組計
画書制度）
④事業活動脱炭素化取組計画書制度
⑤川崎CNブランド

対象資金
（1）振興資金（設備強化支援資金、短期継続資金、協調支援型特別資金を含む）
（2）小規模事業資金（短期サポート・小口サポート・ミニを含む）
（3）小口零細対応小規模事業資金

資金使途 運転資金及び設備資金

保証限度額

保証期間

担保

連帯保証人

各資金に準じる

信用保証料
補助※

単体30％（脱炭素化取組支援融資の①②と併用
の場合は60％）

①②は単体30％（SDGs取組支援融資と併用の
場合は60％）
③④⑤は単体100％

その他 「SDGs・脱炭素化取組支援融資資格要件等届出書」（様式第24号）の提出が必要。
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【資料】 業務概況（令和７年３月末）

3,006 48,585保証承諾 件 百万円
前年度比

98% 103%

285 3,279代位弁済 件 百万円
前年度比

108% 99%

〈お知らせ〉
今月号より、業務概況ページをリニューアルしました。なお、月別の金融機関群別統計につきま

しては、協会ホームページの広報・統計資料ページに掲載しております。
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令和7年3月3日に東日本銀行で開始したことにより、あわせて14金融機関で実施していま

す。

今後も順次拡大予定ですので、詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せくださ

い。
【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

SDGs取組支援融資 脱炭素化取組支援融資

ご利用
いただける方

以下の認証を取得した中小企業者
・川崎市SDGs登録・認証制度「かわさき

SDGsパートナー」ゴールドパートナー認証

以下のいずれかの認証を取得した中小企業者
①川崎市「脱炭素行動宣言」
②かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト
③「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認
定制度」（中小規模事業者用脱炭素化取組計
画書制度）
④事業活動脱炭素化取組計画書制度
⑤川崎CNブランド

対象資金
（1）振興資金（設備強化支援資金、短期継続資金、協調支援型特別資金を含む）
（2）小規模事業資金（短期サポート・小口サポート・ミニを含む）
（3）小口零細対応小規模事業資金

資金使途 運転資金及び設備資金

保証限度額

保証期間

担保

連帯保証人

各資金に準じる

信用保証料
補助※

単体30％（脱炭素化取組支援融資の①②と併用
の場合は60％）

①②は単体30％（SDGs取組支援融資と併用の
場合は60％）
③④⑤は単体100％

その他 「SDGs・脱炭素化取組支援融資資格要件等届出書」（様式第24号）の提出が必要。

※川崎市中小企業融資制度は、(市)と表記しています。
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％
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保 証 制 度 ラ ン キ ン グ

全体 部門

当協会独自制度部門

連携・協調部門
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「信用保証協会電子受付システム」を利用することにより、融資実行までのリードタイム

の短縮等が可能となります。

令和7年3月3日に東日本銀行で開始したことにより、あわせて14金融機関で実施していま

す。

今後も順次拡大予定ですので、詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せくださ

い。
【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

SDGs取組支援融資 脱炭素化取組支援融資

ご利用
いただける方

以下の認証を取得した中小企業者
・川崎市SDGs登録・認証制度「かわさき

SDGsパートナー」ゴールドパートナー認証

以下のいずれかの認証を取得した中小企業者
①川崎市「脱炭素行動宣言」
②かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト
③「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認
定制度」（中小規模事業者用脱炭素化取組計
画書制度）
④事業活動脱炭素化取組計画書制度
⑤川崎CNブランド

対象資金
（1）振興資金（設備強化支援資金、短期継続資金、協調支援型特別資金を含む）
（2）小規模事業資金（短期サポート・小口サポート・ミニを含む）
（3）小口零細対応小規模事業資金

資金使途 運転資金及び設備資金

保証限度額

保証期間

担保

連帯保証人

各資金に準じる

信用保証料
補助※

単体30％（脱炭素化取組支援融資の①②と併用
の場合は60％）

①②は単体30％（SDGs取組支援融資と併用の
場合は60％）
③④⑤は単体100％

その他 「SDGs・脱炭素化取組支援融資資格要件等届出書」（様式第24号）の提出が必要。

信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご利
用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

対象 川崎市内での創業希望者

相談日 平日

相談時間 9時00分～17時00分

（1回：45分）

相談員 川崎市信用保証協会職員

相談場所 次の３箇所からお選びいただけます。

① 川崎市信用保証協会本所

② 川崎市信用保証協会北支所

③ 川崎市男女共同参画センター

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

川崎市信用保証協会「信用保証レポート」
通 巻 第117号 令和7年5月1日発行(奇数月発行）

発行者 川崎市川崎区日進町1番地66
川崎市信用保証協会


